
埼玉県央広域事務組合宅地開発等に係る消防関係施設指導要綱 

（平成八年四月一日 訓令第一号） 

 

改正 平成一三年 五月一八日訓令第 三号 

改正 平成一七年 九月 一日訓令第 四号 

 

 埼玉県央広域事務組合宅地開発等に係る消防関係施設指導要綱（昭和六十二年消防本部

訓令第五号）の全部を改正する。 

 （目的） 

第一条 この要綱は、鴻巣市、桶川市及び北本市の区域内（以下「管内」という。）におい

て宅地開発等を行う開発事業者又は建築事業者（以下「開発事業者等」という。）に、消

防用施設の整備等に関する協力を要請することにより、安全な都市基盤の整備を図り、

もって、住み良い環境の増進に寄与することを目的とする。 

 （用語の意義） 

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 一 開発行為 土地の区画又は形質の変更を伴う造成をいう。 

 二 建築行為 建築物の新築及び改築をいう。 

 三 開発事業 開発行為及び建築行為をいう。 

 四 開発区域 開発事業を行う区域をいう。 

 五 開発面積 開発区域の全面積をいう。 

 六 中高層建築物 地階を除く階数が三以上の建築物又は高さが十メートルを超える建

築物をいう。 

 （適用範囲） 

第三条 この要綱は、次の各号に定める開発事業に適用する。 

 一 開発面積が五百平方メートル以上の開発事業 

 二 中高層建築物の建築を目的とする開発事業 

 三 道路位置指定を受ける開発事業 

 四 共同住宅の計画戸数が六戸（世帯）以上の開発事業 

 五 前各号に該当しない場合においても、一年以内に隣接地に引き続き開発事業を行い、

その合計が第一号又は第四号に該当する開発事業 

 六 その他管理者が必要と認める開発事業 

 （事前協議等） 

第四条 開発事業を行おうとする者は、その土地の利用計画、建築計画等に先立って管理

者と協議しなければならない。 

２ 開発事業者等は、この要綱に該当する工事を施工しょうとするときは、工事着手前三



十日までに事前協議申請書（様式第１号）に必要図書を添えて管理者に提出し、協議しな

ければならない。 

3 管理者は、協議内容がこの要綱に適合していると認めたときは、協議済証（様式第２号）

を開発事業者等に交付するものとする。 

4 開発事業者等は、協議に基づく消防用施設等の設置が完了したときは、速やかに確認願

（様式第３号）を管理者に提出し、確認を受けなければならない。 

5 管理者は、前項の確認を行い協議申請書のとおり設けられ、かつ、次条に定める消防用

施設等設置基準に適合しているときは、確認済証（様式第４号）を開発事業者等に交付

するものとする。 

 （消防用施設等設置基準） 

第五条 開発事業者等は、開発事業を行うに当たっては、次の各号に定める基準を満たす

消防水利を設置しなければならない。 

 一 次の事項に該当する場合は、次の消防水利を設置すること。ただし、消火栓の設置

に関しては、消防水利の基準により、開発区域が包含でき、かつ、消防活動上有効に

配置されている場合は、免除する。 

イ 戸建住宅を目的とする場合 

消 防 水 利 
計 画 戸（ 区 画） 数 

防火水槽 消 火 栓 

十 以 上 十 五 未 満  １基 

十 五 以 上 三十未 満 二十立方メートル １基  

三十 以 上 五 十 未 満 四十立方メートル １基  

五 十 以 上 別途協議 

ロ 共同住宅、長屋建住宅を目的とする場合 

消 防 水 利 
計 画 戸（ 区 画） 数 

防火水槽 消火栓 

十 以 上 二 十 未 満  １基 

二 十 以 上 三 十 未 満 二十立方メートル １基  

三 十 以 上 四 十 未 満 二十立方メートル １基 １基 

四 十 以 上 五 十 未 満 四十立方メートル １基  

五 十 以 上 別途協議 

ハ イ又はロ以外のもの（病院、店舗、事務所、工場、倉庫等）を目的とする場合 

消 防 水 利 
開発区域面積等 

防火水槽 消火栓 

１０００平方

メートル未満 

延床面積１０００平方メートル

以上 
二十立方メートル １基 

 



延床面積１０００平方メートル

以上３０００平方メートル未満 
二十立方メートル １基 

 

延床面積３０００平方メートル

以上４０００平方メートル未満 
二十立方メートル １基 １基 

１０００平方

メートル以上

４０００平方

メートル未満 

延床面積４０００平方メートル

以上 
四十立方メートル １基 

 

４０００平方メートル以上６０００平方メートル

未満 
四十立方メートル １基 

 

６０００平方メートル以上 

特殊な用途及び特殊な建築物 
別途協議 

二 消防水利の位置及び構造については、次によること。 

  イ 消防水利の位置 

   (1) 消防車が容易に接近できる位置とすること。 

   (2) 防火水槽の吸管投入口は、道路境界線又は敷地内通路から二メートル以内の位

置とすること。 

  ロ 消防水利の構造 

   (1) 消火栓の設置に際しては、所轄水道関係機関と給水能力等について十分協議す

ること。ただし、配管口径七十五ミリメートル以上の管に取付ける場合は、基準

に準ずるものとする。 

   (2) 防火水槽の構造は、消防長が指示するものとすること。 

   (3) 防火水槽は、地盤面から底面までの落差を四・五メートル以下とすること。 

2 既存開発面積又は、既存棟数が第一号イ、ロ若しくはハに掲げるものに満たない場合で

あっても、一年以内に開発事業者又は建築事業者が隣接して工事を施工し、合計面積若

しくは合計棟数が同号イ、ロ若しくはハに該当するときは、その時点で適用する。 

3 開発区域内における建築規模五階建以上又は軒高十五メートル以上の中高層建築物に

ついては、梯子消防自動車の進入路及び消防活動上必要な空地を配置整備するとともに、

路盤工についても十分耐え得るものとしなければならない。 

4 中高層建築物を建築する場合で、エレベーターを設けるときは、救急用担架の活用等に

ついて、消防長と協議しなければならない。 

5 連結送水管設備は、消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）に定める技術上の基準に

従い、地階を除く階数が五以上の建築物又は地階の床面積の合計が三百平方メートル以上

の建築物に設置しなければならない。この場合において、その建築物の地上三以上の各階

及び地階に当該連結送水管設備を設置しなければならない。 

6 開発事業者等は、開発規模に応じ消防設備又は保安施設を必要とする場合には、消防長

と十分協議しなければならない。 

 （適用除外） 



第六条 自己の居住を目的とした開発事業については、この要綱を適用しない。 

 （要綱遵守） 

第七条 開発業者等は、この要綱に定める事項を誠実に履行しなければならない。 

2 開発事業者等は、消防関係法令等に抵触してはならない。 

3 この要綱に定めていない事項又は疑義が生じた事項については、別に管理者が定めるこ

とができる。 

   附 則 

 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。 

   附 則（平成一三年訓令第三号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成一七年訓令第四号） 

この訓令は、平成一七年十月一日から施行する。 



様式第１号 



様式第２号 

 



様式第３号 

 



様式第４号 

 



 


